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２．重要事項 

（１）食料安全保障の強化 
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（６）その他 

３．おわりに 

 

 

１．はじめに 

令和７年度農林水産関係予算は、平成11年（1999年）の制定から25年を経て令和６年５

月に改正された食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号。以下「改正基本法」とい

う。）の下での初めての予算となる。同予算は、令和６年12月17日に成立した令和６年度補

正予算と一体として、骨太の方針20241に沿って編成された2ものであり、政府は、今後５年

間を、農業の構造転換を集中的に進める「農業構造転換集中対策期間」と位置付けている。 

令和７年度予算は、総額２兆2,706億円（対前年度20億円増）で、当初予算として４年ぶ

りに増額した令和６年度に続く増額となり、内訳は、非公共事業費が１兆5,741億円（対前

年度41億円増）、公共事業費が6,966億円（対前年度20億円減）となった（図表１）。そして、

令和７年度予算と令和６年度補正予算8,678億円を合わせると、３兆1,384億円（令和６年

度予算と令和５年度補正予算を合わせた額（３兆868億円）から516億円増）となった。 

 
1 内閣府『経済財政運営と改革の基本方針2024』（令6.6.21閣議決定） 
2 内閣府『令和７年度予算編成の基本方針』（令 6.12.6 閣議決定） 



立法と調査　2025.2　No.472
123

 

図表１ 農林水産関係予算の推移 

（出所）財務省『令和７年度農林水産関係予算のポイント』（令6.12） 

 

本稿では、改正基本法の基本理念（第２条から第６条）を踏まえ、新基本計画推進集中

対策、米・水田政策、輸出促進、畜産・酪農の生産基盤の強化、新規就農者の育成・確保、

地域計画実現総合対策、土地改良、日本型直接支払制度、合理的価格の形成等に係る予算

を中心に紹介する。 

 

２．重要事項 

（１）食料安全保障の強化 

 ア 新基本計画推進集中対策 

食料・農業・農村基本計画（以下、「基本計画」という。）は、「食料、農業及び農村に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため」、「食料、農業及び農村に関する施策

についての基本的な方針」等を定めるもので、改正基本法では、基本計画に定める事項

として「食料安全保障の動向に関する事項」が追加された（第17条）。 

政府は、令和６年度補正予算において、令和６年度中に予定される基本計画の改定を

見据え、地域農業を支える食料供給基盤の強化や食料安全保障の強化に向けた構造転換

等のため、「新基本計画推進集中対策」として3,037億円を計上した。このうち、老朽化

した共同利用施設の再編集約・合理化を支援するため、「新基本計画実装・農業構造転換

支援事業」に400億円を計上した。なお、共同利用施設の再編集約等への支援については、

引き続き「強い農業づくり総合支援交付金」（令和７年度予算120億円）や「産地生産基

盤パワーアップ事業」（令和６年度補正予算110億円）等が講じられる。 
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イ 水田政策 

近年、人口減少や食生活の変化等により、主食用米の需要は年間10万トン程度減少し

ている（図表２）。政府は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な

見通しを策定し、これに基づき、整合性をもって米穀の需給の均衡を図るための生産調

整の円滑な推進を行うとして、需給に応じた米の生産に取り組むとともに、水田の有効

活用により自給率向上を図るため、主食用米の需要拡大、米粉用米や飼料用米等の生産・

利用の拡大に取り組むとしている3。また、持続性に優れた生産装置である水田を最大限

に有効活用することが重要であることから、飼料用米、麦、大豆等の戦略作物の本作化

を進めるとともに、地域の特色ある魅力的な産品の産地づくりに向けた取組への支援を

行うこととしている4。 

 

図表２ 主食用米の需要量の推移 

（出所）農林水産省『米をめぐる状況について』（令6.11） 

 

令和７年度予算では、「水田活用の直接支払交付金等」に2,870億円を計上した。これ

は、国内需要の減少する主食用米から輸入依存度の高い小麦・大豆等の他の作物へ生産

を転換するため、水田機能を維持しながら、ブロックローテーションによる畑作物の生

産や米粉用米等の新規需要米等の生産を行う農業者を支援するものである。 

なお、政府は、飼料用米の一般品種への助成単価を令和６年産から令和８年産の３年

間で段階的に引き下げることとしており、令和７年度は、戦略作物（麦、大豆、飼料作

物、米粉用米等）助成における飼料用米の一般品種への10a当たりの交付単価を、前年度

の標準単価7.5万円から7.0万円へと引き下げた。また、作付面積等を定める営農計画書

 
3 農林水産省『米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針』（令 6.10.30） 
4 農林水産省『経営所得安定対策等実施要綱』30 頁（令 6.12.18） 
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は、これまで提出後の変更ができなかったが、令和６年夏に顕在化した米の品薄を受け、

令和７年産からは、需給動向に応じて機動的に用途を変更できることとした5。 

なお、令和６年度補正予算では、水田の畑地化、麦・大豆等の作付拡大等のため、「畑

地化促進事業」に450億円を計上した（令和７年度予算では、「畑地化促進助成」として

2,760億円の内数を計上した）。 

政府は、食料安全保障の強化の観点から、令和９年度以降の水田政策の在り方につい

て、将来にわたって安定運営できる水田政策の確立に向けた検討を行う方針を示してい

る6。この点、財務省財政制度等審議会は、水田活用の直接支払交付金について、国民負

担の削減の観点から、「食料自給率の観点からも非効率な飼料用米」は「交付対象から外」

すべきと指摘し、また、土地利用型作物に対し、「当初予算２～３割に当たる規模の財政

負担の在り方が食料安全保障に見合ったものか常に検証が必要である」と指摘した7。こ

うした指摘に対し、江藤農林水産大臣は、指摘として受け止めるとした上で、飼料用米

への助成を削れば、飼料用米から主食用米に生産が傾き、主食用米の需給や価格を変動

させる懸念があり、加えて、飼料用米の生産減少により畜産経営にも影響が及ぶおそれ

もあるとして、助成削減に慎重な姿勢を示している8。 

ウ 輸出促進 

  人口減少による国内の食料の需要の減少が見込まれる中においては、国民に対する食

料の安定的な供給に当たって、改正基本法は、「国内への食料の供給に加え、海外への輸

出を図ることで、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持が図られなけ

ればならない」としている（第２条４項）。 

政府は、農林水産物・食品の輸出額を令和７年までに２兆円、令和12年までに５兆円

とする目標を掲げている9。そして、輸出拡大への支援として、「農林水産物・食品の輸

出促進」に令和７年度予算124億円、令和６年度補正予算391億円を計上し、①生産・流

通を輸出に対応したものに転換する「供給力向上の取組」と、②非日系市場等の開拓、

優良品種の保護・活用、各国への規制撤廃等の働きかけ等の「需要拡大の取組」の２つ

を柱に施策を講じることとしている。なお、政府は、令和７年１月、食品産業の海外展

開やインバウンドによる食関連消費の拡大の取組を強化し、輸出拡大との相乗効果を高

めることで、「海外から稼ぐ力」を強化する方針10を示した。 

また、「植物品種等海外流出防止対策・推進事業」に令和７年度予算1.5億円、令和６

年度補正予算3.2億円を計上した。優良品種等の知的財産は、農業競争力の源泉として戦

略的な保護・活用が必要であり、改正基本法は「知的財産の保護及び活用の推進」を明

 
5 『日本農業新聞』（令 6.11.28） 
6 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部（第６回）（令 5.12.27）資料『「食料・農業・農村政策の新たな展開

方向」に基づく具体的な施策の内容』 
7 財務省財政制度等審議会『令和７年度予算の編成等に関する建議』（令 6.11.29） 
8 第 216 回国会参議院予算委員会会議録第１号 34 頁（令 6.12.6） 
9 『食料・農業・農村基本計画』（令 2.3.31 閣議決定）、内閣府『経済財政運営と改革の基本方針 2020』（令

2.7.17 閣議決定）、内閣府『成長戦略フォローアップ』（令 2.7.17 閣議決定） 
10 農林水産物・食品の輸出拡大に向けた関係閣僚会議（第 21 回）（令 7.1.10）資料１『輸出拡大等による「海

外から稼ぐ力」の強化』 
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記している（第31条）。しかし、近年、オンライン取引の増大に伴う種苗の流通ルートの

多様化等により、育成者権の侵害が疑われる種苗の取引や、優良品種の種苗を容易に入

手できる機会が拡大し、海外流出のリスクが強く懸念されている。そこで、同事業は、

育成者権者によるオンライン取引の巡回・監視への支援等を行うものである。 

 エ 畜産・酪農の生産基盤の強化 

  令和７年度予算では、新たに「飼料生産基盤に立脚した酪農・肉用牛産地支援」に56

億円を計上した。酪農・肉用牛経営は、輸入飼料への依存度が高いため（図表３）、飼料

の国内生産基盤を最大限に活用した安定的な経営が求められている。そこで、同事業は、

地域における飼料生産計画を作成し、高栄養の草種の導入や適切な草地更新等を実施す

る取組や、有機飼料の生産を支援しようとするものである。 

 

図表３ 飼料自給率の現状と目標 

（出所）農林水産省『飼料をめぐる情勢』（令6.12） 

   

なお、令和６年度補正予算では、「和牛肉需要拡大緊急対策事業」に170億円を計上し

た。和牛肉の国内消費は、安価な豚肉・鶏肉への需要のシフト等によって低迷が続いて

おり、同事業では、食肉事業者が行う新規需要開拓等による販売促進や、インバウンド

等向けのプロモーション等による需要拡大の取組等を支援しようとするものである。 
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（２）農業の持続的な発展 

基幹的農業従事者は、今後20年間で約30万人（現在の約４分の１）に、農業経営体は、

2030年には54万経営体(2020年の２分の１)に急減し、さらに、経営規模の拡大がない場

合、2020年と比べて、2030年には約３割の農地が利用されなくなるおそれがあるとの見

通しが示されている11。そのため、効率的な農業経営の実現に向けた農業経営規模の拡

大、そして新規就農者の育成・確保等が求められている。ただ、新規就農者（新たに農

業に従事することとなった個人）の数は減少傾向にあり、特に稲作が約６割を占める新

規自営農業就農者（親元就農12）が大きく減少している（図表４）。 

 

図表４ 新規就農者の推移 

（出所）農林水産省食料・農業・農村政策審議会企画部会（第112回）（令6.11.6）資料２ 

『基本計画の策定に向けた検討の視点（我が国の食料供給（農地、人、技術））』 

 

 ア 新規就農者の育成・確保 

令和７年度予算では、新規就農者の育成・確保に向けて、将来の担い手の確保と定着

を図るための「新規就農者育成総合対策」に107億円を計上し、収入が不安定な就農初期

を支援する「経営開始資金」について、親元就農者も活用しやすいよう支給要件の緩和

等を行った。親元就農の場合、これまで親と異なる品目の生産を要件としていたが、令

和７年度は、同じ品目であっても新技術の導入等により経営発展を行う場合を支給対象

とすることとしている。 

 
11 農林水産省食料・農業・農村政策審議会企画部会（第 112 回）（令 6.11.6）資料２『基本計画の策定に向け

た検討の視点（我が国の食料供給（農地、人、技術））』 
12 親族が経営する農業経営体に就農すること（農林水産省『令和６年度就農準備資金・経営開始資金要綱』）。 
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なお、令和６年度補正予算では、「新規就農者確保緊急円滑化対策」に54億円を計上し、

親元就農等による49歳以下の就農者を対象とする新たな支援メニューとして、施設等の

修繕・撤去への支援等の「世代交代円滑化タイプ」を導入した。 

イ 地域計画実現総合対策 

 農業の経営規模の拡大については、令和７年度予算で「地域計画実現総合対策」とし

てパッケージ化13し、384億円を計上した。地域計画14は令和７年３月末に策定期限を迎

えるが、担い手の明確化や農地集積・集約化の合意が得られている地域がある一方で、

担い手が明確にされていない農地の多い地域も想定される。同事業は、各地域の課題の

解決を図るため、担い手への機械導入支援、新規就農支援、遊休農地対策、担い手不足

を補う農業支援サービス事業体活用支援等の様々な支援メニューを設けている。 

ウ 土地改良 

改正基本法は、「農地の区画の拡大、水田の汎用化及び畑地化、農業用用排水施設の機

能の維持増進その他の農業生産の基盤の整備及び保全に必要な施策を講ずる」こととし

ている（第29条）。 

近年、農業用用排水路等の農業水利施設の老朽化が進行しており、令和３年に全体の

53％の施設が標準耐用年数を超過し、今後10年では69％に達すると見込まれている15。 

そこで、令和７年度予算では、「農業農村整備事業」に3,331億円を計上し、農業水利

施設については、計画的な更新・長寿命化等を推進することとし、早期更新が必要な農

業水利施設への対策着手率を令和７年度までに100％にするとの目標を設定した。この

他、農業水利施設のきめ細やかな長寿命化等を支援する「農業水路等長寿命化・防災減

災事業」に282億円、地域の裁量による農林水産業の基盤整備等を支援する「農山漁村地

域整備交付金」に762億円を計上した。 

 

（３）農村の振興 

 ア 日本型直接支払制度 

  改正基本法は、「国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化

の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の

機能以外の多面にわたる機能（以下「多面的機能」という。）については、国民生活及び

国民経済の安定に果たす役割に鑑み、将来にわたって、環境への負荷の低減が図られつ

つ、適切かつ十分に発揮されなければならない」としている（第４条）。 

そのため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成26年法律第78号）

に基づき、「多面的機能支払」、「中山間地域等直接支払」、「環境保全型農業直接支払」が

実施されている。これらの制度は５年ごとに見直されており、いずれも令和７年度から

新たな対策期間が始まる（図表５）。 

 
13 パッケージ化は、支援メニューを選択して一括申請を可能とするもの。 
14 市町村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関す

る目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図等を明確化し、公表したもの（農林水産

省『農業経営基盤強化促進法の基本要綱』（令 6.4.1））。 
15 農林水産省『農業水利施設におけるストックマネジメントの取組について』（令 6.5） 
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図表５ 日本型直接支払制度 

（出所）農林水産省『令和７年度農林水産予算概算決定の概要』 

 

 （ア）多面的機能支払 

  「多面的機能支払」は、農地法面の草刈り、水路の泥上げ等の農業・農村の有する多

面的機能を維持・向上するための地域の共同活動を支援しようとするもので、令和７年

度予算に500億円を計上した。 

令和７年度からは、農地維持支払や資源向上支払とともに、多面的機能の更なる推進

への支援、水田の雨水貯蓄機能の強化（田んぼダム）への支援に加え、環境負荷低減へ

の支援が講じられる。 

 （イ）中山間地域等直接支払 

「中山間地域等直接支払」は、農業生産条件の不利な中山間地域等での農業生産活動

を支援しようとするもので、令和７年度予算に285億円を計上した。 

令和７年度からは、条件不利への直接支払とともに、棚田地域振興活動加算、超急傾

斜農地保全管理加算に加え、ネットワーク化や統合による人材確保や活動の継続に向け

た「ネットワーク加算」、スマート農業による作業の省力化・効率化を支援する「スマー

ト農業加算」が講じられる。 

 （ウ）環境保全型農業直接支払 

  「環境保全型農業直接支払」は、環境負荷低減や生物多様性保全等の自然環境の保全

に資する農業生産活動を支援しようとするもので、令和７年度予算に28億円を計上した。 

令和７年度からは、化学肥料や化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて

行う地球温暖化防止や生物多様性等に効果の高い営農活動（有機農業、堆肥・緑肥の施

用等の生産方式）への支援とともに、新たに有機農業移行への重点支援や水田からのメ

タン排出を抑制するための仕組みが講じられる。 
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（４）林野関係予算 

  令和７年度林野関係予算は3,068億円（対前年度65億円増）で、令和６年度補正予算

1,416億円と合わせて4,484億円（令和６年度予算と令和５年度補正予算を合わせた額

（4,404億円）から80億円増）となった。 

  令和７年度予算では、生産資材の確保・安定供給や鳥獣被害対策等とともに、カーボ

ンニュートラルの実現と花粉症解決に向けた森林・林業・木材産業総合対策を講じるこ

ととし、川上から川下までの「森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策」に144億円

を計上した。このうち、令和７年の第217回国会（常会）に森林経営管理法改正案の提出

が検討されている16ことを見据え、新たに「森林の集約化モデル地域実証事業」に５億円

を計上した。同事業は、小規模・分散、境界が不明な森林への対応として、林業経営体

への集積・集約化を促進するため、関係者による情報共有や、合意形成、経営管理の一

層の円滑化に役立つ条件整備等を実行するモデル事業を支援しようとするものである。 

また、林野関係予算の過半を占める治山事業や森林整備事業等の林野公共関係予算は、

2,735億円となった（令和７年度予算1,880億円、令和６年度補正予算817億円等）。さら

に、被災した治山・林道施設等の速やかな復旧整備を実施・支援するための「災害復旧

等事業」に令和７年度予算93億円、令和６年度補正予算363億円を計上し、令和６年能登

半島地震及び令和６年９月の豪雨への対応として「被災木材加工流通施設等緊急復旧対

策」に令和６年度補正予算１億円を計上した。 

 

（５）水産関係予算 

  令和７年度水産関係予算は1,589億円（対前年度50億円減）で、令和６年度補正予算

1,324億円と合わせて3,183億円（令和６年度予算と令和５年度補正予算を合わせた額

（3,170億円）から13億円増）となった。 

  令和７年度予算では、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化のため、海洋環境

の変化を踏まえた高度な資源管理の実現に向けて、「漁業収入安定対策事業」に令和７年

度予算160億円、令和６年度補正予算225億円、「漁業取締・密漁監視体制の強化等」に令

和７年度予算149億円、令和６年度補正予算74億円、さらに、「資源調査・評価の充実と

新たな資源管理の着実な推進」に令和７年度予算88億円の内数を計上した。 

また、新たに「海業振興支援事業」に令和７年度予算３億円、令和６年度補正予算２

億円を計上し、実証調査やモデルづくり、民間事業者との連携の仕組みや体制づくり等、

地域において漁業者等が海業に一歩を踏み出すための取組を支援することとしている。 

水産公共関係予算は、1,215億円（令和７年度予算813億円、令和６年度補正予算403億

円）で、このうち、「水産基盤整備事業」に令和７年度予算731億円、令和６年度補正予

算320億円を計上した。 

なお、令和６年能登半島地震等への対応として「水産業共同利用施設等復旧事業」に

令和６年度補正予算５億円を計上した。 

 
16 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部（第８回）（令 6.8.27）資料１『食料・農業・農村基本法改正等を

受けた新たな政策の展開方向』 
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近年、農林水産予算が減少傾向にある中、２年連続で増額は確保したものの、基本法が  

制定された平成11年度予算 (３兆4,056億円) の７割以下の水準となっている。そして、農

業構造転換集中対策期間の初年度予算の確保について、坂本哲志前農林水産大臣は「基本

計画に定める施策を的確かつ着実に進めていくためには、その施策の推進の原動力となる  

予算そして定員を確保する必要がある」と述べ20、また、江藤拓農林水産大臣は「これから

５年間の構造改革にふさわしい予算の総額をまず獲得する」と述べていた21ものの、大幅増  

 

（６）その他 

 ア 合理的な価格の形成 

改正基本法は、「食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食品産業事業者、消費

者その他の食料システムの関係者により、持続的な供給に要する合理的な費用が考慮さ

れるようにしなければならない」としている（第２条５項）。 

特に、農業生産資材価格が高止まりし17、恒常的なコスト増を生産者が賄うことが困難

となっている現状もある。そこで、合理的な価格の形成に向けて、コスト構造等に関す

る調査、コスト指標の作成の促進や取引実態調査、消費者等の理解醸成を図る取組等を

実施することとしている（「合理的な価格の形成」令和７年度予算0.5億円、「円滑な価格

転嫁に向けた適正取引推進・消費者理解醸成対策事業」令和６年度補正予算６億円）。 

なお、政府は、令和７年の第217回国会（常会）において、食料の持続的な供給に必要

な合理的な費用を考慮した価格形成の仕組み等の法制化を検討している18。 

 イ 環境負荷低減のクロスコンプライアンス 

  改正基本法は、「環境と調和のとれた食料システムの確立」を新たな基本理念とし、「食

料システムについて、食料の供給の各段階において環境に負荷を与える側面があること

に鑑み、その負荷の低減が図られることにより、環境との調和が図られなければならな

い」としている（第３条）。 

環境負荷低減のクロスコンプライアンスとは、農林水産業により生じる新たな環境負

荷の低減及び各補助事業等の目的達成の両立を図るため、全ての補助事業において、最

低限行うべき環境負荷低減の取組の実践を義務化しようとするものである。令和６年度

から試行的に実施され、令和９年度からの本格実施を目標としている19。 

 

３．おわりに 

とはならなかった。 

農林水産業の魅力向上及び成長産業化を通じた、他産業並み所得の確保は、中山間地域

等で営農する農業者を含む全ての農林水産業者にとって必要であり、また、農地等の生産

 
17 令和６年 11 月の農業生産資材価格指数は 120.0 となっている（令和２年＝100）（農林水産省『農業物価統

計調査 農業物価指数（令和６年 11 月）』（令 6.12.26)）。 
18 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部（第８回）（令 6.8.27）資料１『食料・農業・農村基本法改正等を

受けた新たな政策の展開方向』 
19 農林水産省『環境負荷低減のクロスコンプライアンス（みどりチェック）の導入について』（令 6.9） 
20 第 213 回国会衆議院農林水産委員会議録第８号 10 頁（令 6.4.9） 
21 第 216 回国会参議院農林水産委員会会議録第２号４頁（令 6.12.19） 
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基盤の確保や食料の安定供給のためにも欠かせない。そのため、改正基本法の趣旨を十分

に踏まえ、農林水産業においては、必要な予算の確保、水田農業の在り方をはじめとした

施策の充実、さらに、農林水産省だけでなくオールジャパンでの農業構造の転換につなげ

ていくことが重要である。 

 

（とくなが はるな） 


